
・県では、市町村が避難所運営マニュアルを作成する際の参考として、「避難所運営マニュアル作成指針」を策定
・能登半島地震をはじめとする近年の大規模災害の教訓を踏まえ、当指針を改定

趣旨

「避難所運営マニュアル作成指針」の改定について

主な改定内容

車中泊避難者対策

○平時より車中泊避難スペースの選定・公表、運用ルールの検討を実施
○エコノミークラス症候群予防のため弾性ストッキングを配布

感染症対策・健康管理

○感染症対策流行時は検温や体調確認を行う「事前受付」を設置
○暑さ・寒さ対策用品を備蓄
○感染症、熱中症などの予防方法を示した啓発チラシを活用

ペット同行避難

○ペットスペースの具体例（倉庫、プールサイド、更衣室、弓道場等）を追記
○平時より飼い主は、基本的なしつけ、各種ワクチン接種、寄生虫予防を実施

アレルギー対応

○「重篤なアレルギーを引き起こす可能性のある品目」に「くるみ」を追加

男女共同参画の視点

○巡回警備は男女ペアで実施（女性専用スペースは女性が巡回）
○避難所運営マニュアルの作成・改定時は初期段階から女性が参画

トイレの確保・管理

○マンホールトイレの整備、トイレカーの確保を検討
○安全性、快適性、要配慮者への配慮、それぞれの観点からトイレ環境を整備
○使用済み携帯トイレの適切な保管・処理

食事の質の確保

○管理栄養士の活用によりメニューの多様化や栄養バランスに配慮
○飲食業組合からの調理人の派遣、企業による弁当の提供、キッチンカーの活用等、
多様な提供方法を確保
○「セントラルキッチン方式」による効率的な食事支援

生活空間の確保

○避難所開設当初からパーティションや簡易ベッドを設置
○平時より避難所のレイアウト図を作成し、居住スペース、物資置き場、更衣室、
授乳室、相談室、洗濯場所、入浴場所など必要なスペースを確保

生活用水の確保

○タンク、貯水槽、井戸等の整備により生活用水を確保
○仮設風呂や水循環型シャワー、洗濯キットの備蓄等により入浴・洗濯機会を確保


